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本書を発行するにあたり

新型コロナウイルス感染症への対応に全力を注ぎつつ，健康寿命の延伸，人生１００年

時代に向けて，安定性・持続可能性を確保しつつ安心・安全で質の高い医療の実現を目

指して２０２２年（令和４年）４月１日から社会保険診療報酬の改定が行われました。

私たち歯科技工士に関連する歯冠修復及び欠損補綴に関する改定内容については，

ファイバーコア，レジンインレー，有床義歯（局部義歯・総義歯），鋳造鉤（双子鉤・

二腕鉤），線鉤，コンビネーション鉤，バー等の製作点数が厚生労働省実施の歯科技工

料調査の結果に基づいて増点されるとともに，保険医療材料として期中適用されていた

CAD/CAM冠前歯への対象拡大，チタン冠，磁性アタッチメントの区分整理と増点，

レジン前装チタン冠，CAD/CAMインレー等の新規保険収載等，歯科固有技術の評価

の見直しが行われています。

良質な歯科医療に資する安全で質の高い歯科補てつ物等を安定的に供給するために

は，製作を委託する側の歯科医療機関と，受託する側の歯科技工所の双方が，保険点数

のしくみ等について共通認識の下，適正な歯科技工料金での委託・受託が行われなけれ

ばなりません。

会員各位におかれましては，２０２２年（令和４年）４月１日実施の歯科診療報酬改定を

踏まえて歯科技工関連部門の内容を解説した本書が，歯科技工料金改定の一助となるこ

とを祈念しております。

２０２２年（令和４年）４月

公益社団法人 日本歯科技工士会

「製作技工に要する費用」に関わる検討委員会
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良質な歯科医療の確保のために
２０２２年（令和４年）４月

公益社団法人 日本歯科技工士会

歯科診療報酬点数表
第１２部 歯冠修復及び欠損補綴 通則５

歯冠修復及び欠損補綴料には，製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含
まれ，その割合は，製作技工に要する費用がおおむね１００分の７０，製作管理に要する費用
がおおむね１００分の３０である。

１９８８年（昭和６３年）厚生省告示（上記「通則５」）の，歯冠修復及び欠損補綴の製作技工に要する費用

と製作管理に要する費用の割合に関する問題については，１９９２年（平成４年）４月２２日付の日本歯科医師

会，日本歯科技工士会両会連名の文書の中で，通則５における「合意の精神」に沿った円満な実施をす

でに再確認している。

また，厚生省（当時）においても，通則５における歯冠修復及び欠損補綴の円滑な実施について，保

険局長名にて通知文書が両会会長宛（日歯会長宛は保文発第６４６号文書）に出されている。

保 文 発 第６４７号
昭和６３年１０月２０日

㈳日本歯科技工士会長 殿
厚生省保険局長

歯冠修復及び欠損補綴の円滑な実施について

先般の歯科診療報酬点数表の改正に当たり，歯冠修復及び欠損補綴の部の通則におい
て，製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用の割合が示された（厚生大臣告
示）ことについては，既に御案内のとおりでありますが，これは，今後の高齢化社会に
おいて，歯冠修復及び欠損補綴の円滑な実施が一層重要性を増すことにかんがみ，良質
な歯科医療の確保に資することを図ったものであります。
つきましては，今後とも，この厚生大臣告示の趣旨を踏まえ，関係団体との間で話合
いを行っていただくとともに，歯冠修復及び欠損補綴に関し，個々の当事者間で円滑な
実施が図られるよう会員を御指導いただきたくお願いいたします。
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◇金属歯冠修復 製作技術料 材料料 ７０％

M０１０

１４ Ｋ 金 合 金
インレー（複雑） ２８４点 ８９８点 １９９点

前 歯 ３/４ 冠 ３７０ １，１２３ ２５９

金

銀

パ

ラ

ジ

ウ

ム

合

金

大 臼 歯

インレー（単純） １９０ ３７９ １３３

インレー（複雑） ２８４ ７００ １９９

＊ ４/５ 冠 ３１０ ８８１ ２１７

全 部 金 属 冠 ４５４ １，１０８ ３１８

前 歯

小 臼 歯

インレー（単純） １９０ ２５８ １３３

インレー（複雑） ２８４ ５１２ １９９

前 歯 ３/４ 冠 ３７０ ６３３ ２５９

４/５ 冠 ３１０ ６３３ ２１７

全 部 金 属 冠 ４５４ ７９４ ３１８

M０１０‐３

前 歯

接 着 冠

３７０ ６３３ ２５９

小 臼 歯 ３１０ ６３３ ２１７

大 臼 歯 ３１０ ８８１ ２１７

M０１０‐４
大 臼 歯 根 面 被 覆

（根面板によるもの）
１９０ ３７９ １３３

前歯・小臼歯 １９０ ２５８ １３３

Ｍ０１１ ☆前歯・小臼歯 レジン前装金属冠 １，１７４ ９８８ ８２２

M０１０

銀

合

金

大 臼 歯

インレー（単純） １９０ ２２ １３３

インレー（複雑） ２８４ ３８ １９９

＊ ４/５ 冠 ３１０ ４９ ２１７

全 部 金 属 冠 ４５４ ６１ ３１８

前 歯

小 臼 歯

乳 歯

インレー（単純） １９０ １４ １３３

インレー（複雑） ２８４ ２８ １９９

※ 前 歯 ３/４ 冠 ３７０ ３５ ２５９

※ ４/５ 冠 ３１０ ３５ ２１７

全 部 金 属 冠 ４５４ ４４ ３１８

M０１０‐３

前 歯

接 着 冠

３７０ ３５ ２５９

小 臼 歯 ３１０ ３５ ２１７

大 臼 歯 ３１０ ４９ ２１７

M０１０‐４
大 臼 歯 根 面 被 覆

（根面板によるもの）
１９０ ２２ １３３

前歯・小臼歯 １９０ １４ １３３

Ｍ０１１ ☆前歯・小臼歯 レジン前装金属冠 １，１７４ ９８ ８２２

M０１０‐２ チ タ ン 冠
大 臼 歯 全 部 金 属 冠 １，２００ ６６ ８４０

M０１１‐２ 前 歯 レジン前装チタン冠 １，８００ ６６ １，２６０

※乳歯を除く。 ＊ブリッジの支台に用いる場合。
☆小臼歯の場合は，ブリッジの支台歯となる第一小臼歯に限る。
＃金属材料料と硬質レジン前装材料料の合計

◇非金属歯冠修復他 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０１５

レジンインレー（単純） １２８点 ２９点 ９０点

レジンインレー（複雑） 180 ４０ １２６

硬質レジンジャケット冠
加熱重合 ７６８ ８ ５３８

光重合 ７６８ １８３ ５３８

Ｍ０１５‐２ CAD/CAM冠
小臼歯

１，２００ ＊１１８８ ８４０

１，２００ ＊２１８１ ８４０

大臼歯 １，２００ ＊３３５０ ８４０

前 歯 １，２００ ＊４４３８ ８４０

Ｍ０１５‐３ CAD/CAMインレー
小臼歯

７５０ ＊１１８８ ５２５

７５０ ＊２１８１ ５２５

大臼歯 ７５０ ＊３３５０ ５２５

＊１ CAD/CAM冠用材料（Ⅰ） ＊２ CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）
＊３ CAD/CAM冠用材料（Ⅲ） ＊４ CAD/CAM冠用材料（Ⅳ）
注 CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）を小臼歯に対して使用した場合は，

小臼歯のCAD/CAM冠用材料により算定する。

◇ポンティック他 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０１７

鋳
造
ポ
ン
テ
ィ
ッ
ク

大 臼 歯
金銀パラジウム合金

４３４点 １，２７６点 ３０４点

小 臼 歯 ４３４ ９６１ ３０４

大 臼 歯
小 臼 歯 銀 合 金 ４３４ ４９ ３０４

レ
ジ
ン
前
装
金
属
ポ
ン
テ
ィ
ッ
ク

前 歯
金銀パラジウム合金 １，１８０ ＃ ７６７ ８２６

銀 合 金 １，１８０ ＃ ６２ ８２６

小 臼 歯
金銀パラジウム合金 ６３４ ＃ ９６１ ４４４

銀 合 金 ６３４ ＃ ６２ ４４４

大 臼 歯
金銀パラジウム合金 ４９４ ＃１，２７６ ３４６

銀 合 金 ４９４ ＃ ６２ ３４６

Ｍ０１７‐２ 高強度硬質レジンブリッジ ２，６００ １，６２９ １，８２０

＃金属材料料と硬質レジン前装材料料の合計

◇有 床 義 歯（レジン床） 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０１８

仕

上

げ

局
部
義
歯

１歯 ～ ４歯 ５９４点 ２点 ４１６点

５歯 ～ ８歯 ７３２ ３ ５１２

９歯 ～ １１歯 ９７２ ５ ６８０

１２歯 ～ １４歯 １，４０２ ７ ９８１

総 義 歯 ２，１８４ １０ １，５２９

◇熱可塑性樹脂有床義歯 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０１９

仕

上

げ

局
部
義
歯

１歯 ～ ４歯 ６３０点 ３７点 ４４１点

５歯 ～ ８歯 ８５２ ３７ ５９６

９歯 ～ １１歯 １，０６４ ３７ ７４５

１２歯 ～ １４歯 １，６７８ ３７ １，１７５

総 義 歯 ２，６８２ ３７ １，８７７

点 数 分 析 表
２０２２年（令和４年）月
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◇乳歯冠・小児保隙装置 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０１６ 乳 歯 冠
１ 乳歯金属冠の場合 ２００点 ３０点 １４０点

※２ その他の場合 ３９０ ２ ２７３

Ｍ０１６‐２ 小 児 保 隙 装 置 ６００ － ４２０

Ｍ０１６‐３ 既 製 金 属 冠 ２００ ２９ １４０

※乳歯に対してジャケット冠を装着する場合。人工歯料を別に算定。

◇クラスプ，バー他 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０２０

鋳

造

鉤

双

子

鉤

大・大
大・小

１４ Ｋ 金 合 金 ２５５点 １，１６３点 １７９点

金銀パラジウム合金 ２５５ １，０２０ １７９

コバルトクロム合金 ２５５ ５ １７９

犬・小
小・小

１４ Ｋ 金 合 金 ２５５ ９４６ １７９

金銀パラジウム合金 ２５５ ７９８ １７９

コバルトクロム合金 ２５５ ５ １７９

二
腕
鉤
（
レ
ス
ト
付
）

大臼歯

１４ Ｋ 金 合 金 ２３５ ９４６ １６５

金銀パラジウム合金 ２３５ ７００ １６５

コバルトクロム合金 ２３５ ５ １６５

犬 歯
小臼歯

１４ Ｋ 金 合 金 ２３５ ７２７ １６５

金銀パラジウム合金 ２３５ ６０９ １６５

コバルトクロム合金 ２３５ ５ １６５

前 歯
（切歯）

１４ Ｋ 金 合 金 ２３５ ５６０ １６５

金銀パラジウム合金 ２３５ ５６５ １６５

コバルトクロム合金 ２３５ ５ １６５

Ｍ０２１

線

鉤

双 子 鉤
１４ Ｋ 金 合 金 ２２４ ５５９ １５７

不 銹 ・ 特 殊 鋼 ２２４ ７ １５７

二 腕 鉤
（レスト付）

１４ Ｋ 金 合 金 １５６ ４３２ １０９

不 銹 ・ 特 殊 鋼 １５６ ７ １０９

レスト無 不 銹 ・ 特 殊 鋼 １３２ ７ ９２

Ｍ０２１‐２

コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
鉤

※１

前 歯 ２３６ ２８２ １６５

犬 歯・小 臼 歯 ２３６ ３０５ １６５

大 臼 歯 ２３６ ３５０ １６５

※２

前 歯 ２３６ ３８ １６５

犬 歯・小 臼 歯 ２３６ ３８ １６５

大 臼 歯 ２３６ ３８ １６５

※１ 鋳造鉤又はレストに金銀パラジウム合金（金１２％以上），
線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

※２ 鋳造鉤又はレストに鋳造用コバルトクロム合金，線鉤に
不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

Ｍ０２１‐３

磁
性
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

磁石構造体を用いる場合 ２６０ ７７７ １８２

キーパー付根面板を用いる場合 ３５０ ※ ２４５

※材料料とキーパー料の合計により算定する
・金銀パラジウム合金
大臼歯 ７００点 前歯・小臼歯 ５１２点

・銀合金
大臼歯 ３８点 前歯・小臼歯 ２８点

・キーパー ２３３点

M０２２ 間 接 支 台 装 置 １１１ － ７８

M０２３
バ

ー

鋳 造
金銀パラジウム合金 ４５８ １，６３６ ３２１

コバルトクロム合金 ４５８ １８ ３２１

屈 曲 不 銹 ・ 特 殊 鋼 ２６８ ３０ １８８

保 持 装 置 ６２ － ４３

◇そ の 他 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０２６ 補 綴 隙 ６５点 －点 ４６点

◇修 理 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０２９ 有 床 義 歯 修 理 ２６０点 －点 １８２点

◇人工歯料

M０１４
M０１７
Ｍ０１８
Ｍ０１９

部 位
材 料

前 歯 部 臼 歯 部
両 側 片 側 両 側 片 側

レ ジ ン 歯 ２４点 １２点 ２４点 １２点

スルフォン樹脂
レ ジ ン 歯 ６２ ３１ ８７ ４３

硬質レジン歯 ５８ ２９ ７３ ３７

陶 歯 １８７ ９４ １０１ ５１

歯科診療報酬点数表
第１２部 歯冠修復及び欠損補綴
通 則
５． 歯冠修復及び欠損補綴料には，製作技工に要する費用及
び製作管理に要する費用が含まれ，その割合は，製作技工
に要する費用がおおむね１００分の７０，製作管理に要する費
用がおおむね１００分の３０である。

この分析表は，上記通則５に基づき，製作技工に要する費用の
割合を７０％とした場合の点数を算出したものである。

注１． ％は製作技術料についてのもので小数第１位で四捨五入
した。

注２． 材料料とは特定保険医療材料料のことである。
注３． １点は１０円であり，材料料を加算したものが合計請求額

となる。

◇有床義歯内面適合法 製作技術料 材料料 ７０％

Ｍ０３０
軟 質 材 料 を 用 い る 場 合 １，２００点 ※ ８４０点

※シリコーン系１６６点，アクリル系１００点

２００８．３．１４，０００（Ⅰ）

析 表（参 考）
４ 月 １ 日 実 施 公益社団法人 日本歯科技工士会
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※本表（１６～２０ページ）掲載の材料料点数は２０２２年４月１日改定時点のものであり，３２ページにて
お知らせの通り貴金属の材料価格は年４回（４月，７月，１０月，１月）随時改定されますのでご留意
ください。
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２０２２年（令和４年）４月１日実施 歯科診療報酬の改定内容等

〔主に「歯科点数表 第１２部 歯冠修復及び欠損補綴」関連〕

Ⅰ．歯科技工に関連する製作技術点数の改定内容

【「点数分析表」（参考）掲載項目の改定点数】
改定前 改定後

M０１０－２ チタン冠（１歯につき） １，２００点（新設）
M０１０－３ 接着冠（１歯につき）
１ 前歯 ３７０点（新設）
２ 臼歯 ３１０点（新設）
M０１０－４ 根面被覆（１歯につき）
１ 根面板によるもの １９０点（新設）
２ レジン充填によるもの １０６点（新設）
M０１１－２ レジン前装チタン冠（１歯につき） １，８００点（新設）
M０１５ 非金属歯冠修復（１個につき）
１ レジンインレー
イ 単純なもの １２４点 ⇒ １２８点
ロ 複雑なもの １７６点 ⇒ １８０点

M０１５－３ CAD/CAMインレー（１歯につき） ７５０点（新設）
M０１７－２ 高強度硬質レジンブリッジ（１装置につき）

２，５００点 ⇒ ２，６００点
M０１８ 有床義歯
１ 局部義歯（１床につき）
イ １歯から４歯まで ５８８点 ⇒ ５９４点
ロ ５歯から８歯まで ７２４点 ⇒ ７３２点
ハ ９歯から１１歯まで ９６２点 ⇒ ９７２点
ニ １２歯から１４歯まで １，３９１点 ⇒ １，４０２点
２ 総義歯（１顎につき） ２，１７２点 ⇒ ２，１８４点
M０１９ 熱可塑性樹脂有床義歯
１ 局部義歯（１床につき）
イ １歯から４歯まで ６４２点 ⇒ ６３０点
ロ ５歯から８歯まで ８６６点 ⇒ ８５２点
ハ ９歯から１１歯まで １，０８０点 ⇒ １，０６４点
ニ １２歯から１４歯まで １，６９６点 ⇒ １，６７８点
２ 総義歯（１顎につき） ２，７０４点 ⇒ ２，６８２点
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M０２０ 鋳造鉤（１個につき） 改定前 改定後
１ 双子鉤 ２５１点 ⇒ ２５５点
２ 二腕鉤 ２３１点 ⇒ ２３５点
M０２１ 線鉤（１個につき）
１ 双子鉤 ２２０点 ⇒ ２２４点
２ 二腕鉤（レストつき） １５２点 ⇒ １５６点
M０２１－２ コンビネーション鉤（１個につき）

２３２点 ⇒ ２３６点
M０２１－３ 磁性アタッチメント（１個につき）
１ 磁石構造体を用いる場合 ２６０点（新設）
２ キーパー付き根面板を用いる場合 ３５０点（新設）
M０２２ 間接支台装置（１個につき） １０９点 ⇒ １１１点
M０２３ バー（１個につき）
１ 鋳造バー ４５４点 ⇒ ４５８点
２ 屈曲バー ２６４点 ⇒ ２６８点
保持装置 ６０点 ⇒ ６２点

M０２９ 有床義歯修理（１床につき） ２５２点 ⇒ ２６０点

Ⅱ．評価の見直し

【チタン冠の新設】
１．２０２０年６月１日に期中保険適用された「純チタン２種」材料を用いたチタン冠の
保険点数が新設されました。
〔算定要件〕
⑴ チタン冠とは，純チタン２種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物（単
独冠に限る）をいい，大臼歯において用いる場合に限り認められる。

２．チタン冠の製作技術点数，保険医療材料点数
⑴ 製作技術点数
M０１０－２ チタン冠（１歯につき） １，２００点

⑵ 保険医療材料点数 ６６点

【接着冠の新設】
１．接着冠の保険点数が新設されました。
〔算定要件〕
⑴ 接着冠とは，接着ブリッジ（いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置，ポン
ティック，連結部より構成されるが，支台歯のうち少なくとも１歯（以下「接着
ブリッジ支台歯」という。）の切削をエナメル質にとどめ，咬合力に対する抵抗
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形態，脱離力に対する維持形態を付与し，接着性レジンを用いて支台歯に用いる
ものをいう。以下同じ。）を装着する場合における，接着ブリッジ支台歯に対し
て用いる支台装置をいう。また，接着ブリッジは１歯欠損症例において，接着ブ
リッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。
⑵ 「１ 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
⑶ 「２ 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
２．接着冠の製作技術点数，保険医療材料点数
⑴ 製作技術点数
M０１０－３ 接着冠（１歯につき）
１ 前歯 ３７０点
２ 臼歯 ３１０点
注 接着ブリッジのために接着冠を用いる場合に算定する。

⑵ 保険医療材料点数
１ 金銀パラジウム合金（金１２％以上）
⑴ 前歯 ６３３点
⑵ 小臼歯 ６３３点
⑶ 大臼歯 ８８１点
２ 銀合金
⑴ 前歯 ３５点
⑵ 小臼歯 ３５点
⑶ 大臼歯 ４９点

３．接着冠の保険点数が新設に伴い，M０１０ 金属歯冠修復の接着ブリッジに関する
注意書きは削除となっています。

【根面被覆の新設】
１．根面被覆の保険点数が新設されました。
〔算定要件〕
⑴ 根面被覆とは，歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上，根
面板（磁性アタッチメントを使用することを目的として用いるキーパー付き根面
板を除く。以下同じ。）又はレジン充填で根面を被覆した場合をいう。
⑵ 「１ 根面板によるもの」とは，鋳造方式により製作された根面板を用いて被
覆した場合をいう。
⑶ 根面板により根面を被覆する場合は，次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は，１歯につき，区分番号M００１に掲げる歯冠形成の
「３のイ 単純なもの」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は，１歯につき，区分番号M００３に掲げる印象採得の
「１のイ 単純印象」又は区分番号M００３に掲げる印象採得の「１のロ 連合
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印象」を算定する。
ハ 装着した場合は，１個につき区分番号M００５に掲げる装着の「１ 歯冠修
復」を算定する。

⑷ 「２ レジン充填によるもの」とは，歯科充填用材料Ⅰを用いて被覆した場合
をいう。

２．根面被覆の製作技術点数，保険医療材料点数
⑴ M０１０－４ 根面被覆（１歯につき）
１ 根面板によるもの １９０点
２ レジン充填によるもの １０６点
⑵ 保険医療材料点数
１ 根面板によるもの
⑴ 金銀パラジウム合金（金１２％以上）
イ 大臼歯 ３７９点
ロ 小臼歯・前歯 ２５８点
⑵ 銀合金
イ 大臼歯 ２２点
ロ 小臼歯・前歯 １４点

２ レジン充填によるもの １１点

【レジン前装チタン冠の新設】
１．レジン前装チタン冠の保険点数が新設されました。
〔算定要件〕
⑴ レジン前装チタン冠とは，純チタン２種を用いて全部鋳造方式で製作された歯
冠修復物の唇面を硬質レジンで前装したものをいい，前歯において用いる場合（単
独冠に限る。）に限り認められる。

２．レジン前装チタン冠の製作技術点数，保険医療材料点数
⑴ M０１１－２ レジン前装チタン冠（１歯につき） １，８００点
⑵ 保険医療材料点数 ６６点

【CAD/CAM冠の対象拡大】
１．２０２０年９月１日に前歯に使用するCAD/CAM材料が期中保険適用されたことを
踏まえて，CAD/CAM冠の対象が拡大されました。
〔算定要件〕
⑴ CAD/CAM冠とは，CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用
CAD/CAM装置を用いて，作業模型で間接法により製作された歯冠補綴物をい
う。
⑵ CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
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イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し，左右の咬合支持がある患者に対し，
過度な咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において，大臼歯に使
用する場合（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携
の上で，診療情報提供（診療情報提供料の様式に準ずるもの）に基づく場合に
限る。）

２．CAD/CAM冠の製作技術点数
M０１５－２ CAD/CAM冠（１歯につき） １，２００点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において，歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュー
タ支援設計・製造ユニット（歯科用CAD/CAM装置）を用いて，歯冠補綴物（全
部被覆冠に限る。）を設計・製作し，装着した場合に限り算定する。

【CAD/CAM冠用材料の機能区分の変更】
１．CAD/CAM冠用材料の機能区分がこれまでの３区分から４区分に変更となりま
した。
２．CAD/CAM冠用材料の保険医療材料点数
１ 前歯
CAD/CAM冠用材料（Ⅳ） ４３８点

２ 小臼歯
CAD/CAM冠用材料（Ⅰ） １８８点
CAD/CAM冠用材料（Ⅱ） １８１点

３ 大臼歯
CAD/CAM冠用材料（Ⅲ） ３５０点
注 CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）を小臼歯に対して使用した場合は，「２ 小臼
歯」により算定する。

【CAD/CAMインレーの新設】
１．CAD/CAMインレーの保険点数が新設されました。
〔算定要件〕
⑴ CAD/CAMインレーとは，CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯
科用CAD/CAM装置を用いて，作業模型で間接法により製作された歯冠修復物
をいい，隣接歯との接触面を含む窩洞（複雑なもの）に限り，認められる。
⑵ CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 小臼歯に使用する場合
ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し，左右の咬合支持がある患者に対し，
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過度な咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において，大臼歯に使
用する場合（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携
の上で，診療情報提供（診療情報提供料の様式に準ずるもの）に基づく場合に
限る。）

２．CAD/CAMインレーの製作技術点数，保険医療材料点数
⑴ M０１５－３ CAD/CAMインレー（１歯につき） ７５０点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において，歯冠補綴物の設計・製作に要するコン
ピュータ支援設計・製造ユニット（歯科用CAD/CAM装置）を用いて，臼歯
に対して歯冠補綴物（全部被覆冠を除く。）を設計・製作し，装着した場合に
限り算定する。

⑵ 保険医療材料点数
１ 小臼歯
CAD/CAM冠用材料（Ⅰ） １８８点
CAD/CAM冠用材料（Ⅱ） １８１点

２ 大臼歯
CAD/CAM冠用材料（Ⅲ） ３５０点
注 CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）を小臼歯に対して使用した場合は，「１ 小
臼歯」により算定する。

【磁性アタッチメントの新設】
１．２０２１年９月１日に期中保険適用された歯科用精密磁性アタッチメント材料を用い
た磁性アタッチメントの保険点数が新設されました。
〔算定要件〕
⑴ 磁性アタッチメントとは，磁石構造体とキーパーからなり，有床義歯を磁気吸
引力により口腔内に維持する支台装置をいう。ただし，ダイレクトボンディング
法（接着性レジンセメントを用いてキーパーをキーパーの装着されていないキー
パー付き根面板に装着する方法をいう。）により製作されたキーパーを装着した
根面板（以下「キーパー付き根面板」という。）を用いる場合に限る。なお，実
施に当たっては，「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対す
る基本的な考え方」（令和３年８月日本歯科医学会）を参考とする。
⑵ 「１ 磁石構造体を用いる場合」とは，磁性アタッチメントを使用することを
目的とし，有床義歯に磁石構造体を装着する場合をいう。
⑶ 磁石構造体を有床義歯に対して，キーパー付き根面板と密接するように装着し
た場合は，１個につき，所定点数を算定する。
⑷ 「２ キーパー付き根面板を用いる場合」とは，磁性アタッチメントを使用す
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ることを目的とし歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上，
キーパー付き根面板を装着することをいう。

２．磁性アタッチメントの製作技術点数，保険医療材料点数
⑴ M０２１－３ 磁性アタッチメント（１歯につき）
１ 磁石構造体を用いる場合 ２６０点
２ キーパー付き根面板を用いる場合 ３５０点
注 有床義歯（区分番号M０１８に掲げる有床義歯又は区分番号M０１９に掲げる
熱可塑性樹脂有床義歯に限り，区分番号M０３０の２に掲げる軟質材料を用い
る場合において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を行った場合に係る有
床義歯を除く。）に対して，磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定
する。

⑵ 保険医療材料点数
１ 磁石構造体 ７７７点
２ キーパー付き根面板
（根面板の保険医療材料料（１歯につき））
キーパー付き根面板を用いた場合は次の材料料とキーパー料との合計によ
り算定する。
⑴ 金銀パラジウム合金（金１２％以上）
イ 大臼歯 ７００点
ロ 小臼歯・前歯 ５１２点
⑵ 銀合金
イ 大臼歯 ３８点
ロ 小臼歯・前歯 ２８点
（キーパー）

１個につき ２３３点

Ⅲ．その他

【支台築造の製作技術点数等】
M００２ 支台築造（１歯につき）
１ 間接法
イ メタルコアを用いた場合
⑴ 大臼歯 １７６点
⑵ 小臼歯及び前歯 １５０点
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ロ ファイバーポストを用いた場合
改定前 改定後

⑴ 大臼歯 １７６点 ⇒ １９６点
⑵ 小臼歯及び前歯 １５０点 ⇒ １７０点
注１ 窩洞形成，装着等の費用は，所定点数に含まれる。

◎支台築造の保険医療材料料（１歯につき）
ファイバーポストを用いた場合は次の材料料と使用した本数分のファイバー
ポスト料との合計により算定する。

１ 間接法
イ メタルコアを用いた場合
⑴ 大臼歯 ７６点
⑵ 小臼歯・前歯 ４７点
ロ ファイバーポストを用いた場合
⑴ 大臼歯 ２７点
⑵ 小臼歯・前歯 １５点
〔ファイバーポスト〕
１本につき ６１点

【テンポラリークラウンの製作技術点数】
M００３－２ テンポラリークラウン（１歯につき） ３４点
注１ テンポラリークラウンは，前歯部において，区分番号M００１に掲げる歯冠形

成のうち，レジン前装金属冠，レジン前装チタン冠，硬質レジンジャケット冠
若しくはCAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠，レジ
ン前装チタン冠，硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成
を行うことを予定している歯について，当該歯に係る処置等を開始した日から
当該補綴物を装着するまでの期間において，１歯につき１回に限り算定する。

注２ テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は，
所定点数に含まれる。

【リテイナーの製作技術点数】
M００４ リテイナー
１ 支台歯とポンティックの数の合計が５歯以下の場合 １００点
２ 支台歯とポンティックの数の合計が６歯以上の場合 ３００点
３ 広範囲顎骨支持型補綴（ブリッジ形態のもの）の場合 ３００点（新設）
※リテイナーとは，ブリッジ（接着ブリッジを含む。）の製作過程において，支
台歯の保護，支台歯及び隣在歯及び対合歯の移動防止並びに歯周組織の保護等
のために，ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を
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完了した歯について，ブリッジ装着までの間暫間的に装着されるものをいう。
※リテイナーの製作に当たり使用される保険医療材料料（人工歯を使用した場合
の人工歯料を含む。）は，所定点数に含まれ別に算定できない。

【有床義歯内面適合法の製作技術点数等】
１．有床義歯内面適合法の製作技術点数
M０３０ 有床義歯内面適合法
１ 硬質材料を用いる場合
イ 局部義歯（１床につき）
⑴ １歯から４歯まで ２１６点
⑵ ５歯から８歯まで ２６８点
⑶ ９歯から１１歯まで ３７０点
⑷ １２歯から１４歯まで ５７２点
ロ 総義歯（１顎につき） ７９０点
※「１ 硬質材料を用いる場合」については，保険医療材料料（人工歯料を除
く）は所定点数に含まれる。

２ 軟質材料を用いる場合（１顎につき） １，２００点
◎有床義歯内面適合法の保険医療材料料
軟質材料を用いる場合（１歯につき）
１ シリコーン系 １６６点
２ アクリル系 １００点
※「２ 軟質材料を用いる場合」については，下顎総義歯又は区分番号M０２５
に掲げる口蓋補綴，顎補綴に限る。

【口腔内装置の製作技術点数】（「歯科点数表 第８部 処置」関連）
I０１７ 口腔内装置（１装置につき）
１ 口腔内装置１ １，５００点
２ 口腔内装置２ ８００点
３ 口腔内装置３ ６５０点
注 顎関節治療用装置，歯ぎしりに対する口腔内装置又はその他口腔内装置を製
作した場合に当該製作方法に係る区分に従い，それぞれ所定点数を算定する。

〔算定要件〕
⑴ 「注」に規定する口腔内装置は，次に掲げるいずれかの装置をいう。
イ 顎関節治療用装置
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
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ホ 手術にあたり製作したサージカルガイドプレート
ヘ 腫瘍等による顎骨切除後，手術創（開放創）の保護等を目的として製作す
るオブチュレーター
ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作する口腔内装置
チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して，口腔粘膜等の保護を目
的として製作する口腔内装置
リ 放射線治療に用いる口腔内装置
⑵ 「１ 口腔内装置１」とは，義歯床用アクリリック樹脂により製作された口
腔内装置をいう。
⑶ 「２ 口腔内装置２」とは，熱可塑性シート等を歯科技工用成型器により吸
引・加圧して製作又は作業模型に常温重合レジン等を圧接して製作された口腔
内装置であり，咬合関係が付与されたものをいう。
⑷ 「３ 口腔内装置３」とは，熱可塑性樹脂シート等を歯科技工用成型器によ
り吸引・加圧して製作又は作業模型に常温重合レジンを圧接して製作された口
腔内装置であり，咬合関係が付与されていないものをいう。

I０１７－１－２ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置（１装置につき）
１ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置１ ３，０００点
２ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置２ ２，０００点
注 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した場合に，当該製作方法に
係る区分に従い，それぞれ所定点数を算定する。

〔算定要件〕
⑴ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置とは，上顎及び下顎に装着し１装置
として使用するものであって，医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機
関の担当科医師からの診療情報提供（診療情報提供料の様式に準じるもの）に
基づく口腔内装置治療の依頼を受けた場合に限り算定する。確定診断が可能な
医科歯科併設の病院である保険医療機関にあっては，院内での担当科医師から
の情報提供に基づく院内紹介を受けた場合に限り算定する。
⑵ 「１ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置１」とは，義歯床用アクリ
リック樹脂により製作された口腔内装置をいう。
⑶ 「２ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置２」とは，熱可塑性樹脂シー
ト等を歯科技工用成型器により吸引・加圧して製作又は作業模型に直接常温重
合レジン等を圧接して製作されたベースプレートを用いた口腔内装置をいう。

I０１７－１－３ 舌接触補助床（１装置につき）
１ 新たに製作した場合 ２，５００点
２ 旧義歯を用いた場合 １，０００点
〔算定要件〕
⑴ 舌接触補助床とは，脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有する患
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者に対して，舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするた
めに装着する床又は有床義歯形態の補助床をいう。なお，「旧義歯を用いた場
合」とは，既に製作している有床義歯の形態修正等を行った場合をいう。

I０１７－１－４ 術後即時顎補綴装置（１顎につき） ２，５００点
〔算定要件〕
⑴ 術後即時顎補綴装置とは，腫瘍，顎骨嚢胞等による顎骨切除が予定されている
患者に対して，術後早期の構音，咀嚼及び嚥下機能の回復を目的に，術前に印象
採得等を行い，予定される切除範囲を削合した模型上で製作する装置のことをい
う。

I０１８ 歯周治療用装置
１ 冠形態のもの（１歯につき） ５０点
２ 床義歯形態のもの（１装置につき） ７５０点
注１ 区分番号D００２に掲げる歯周病検査（２に限る）を実施した患者に対して
算定する。
注２ 印象採得，特定保険医療材料等の費用は，所定点数に含まれる。

〔算定要件〕
⑴ 歯周治療用装置とは，重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の
患者に対して，治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を
目的とするために装着する冠形態又は床義歯形態の装置をいう。
⑵ 冠形態のものを連結してブリッジタイプの装置を製作した場合は，ポン
ティック部分は１歯につき「１ 冠形態のもの」の所定点数により算定する。
⑶ 歯周治療用装置は，印象採得，咬合採得，装着，調整指導，修理等の基本的
な技術料及び床義歯型の床材料料等の基本的な保険医療材料料は所定点数に含
まれ別に算定できない。なお，設計によって歯周治療用装置に付加される部
分，すなわち人工歯，鉤及びバー等は別途算定する。
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歯科用貴金属材料価格の随時改定については，これまで素材（金，パラジウム，銀）価格がそ
の時点の告示価格の一定変動幅を超えた場合のみ，随時改定Ⅰ（４月，１０月に実施），随時改定
Ⅱ（７月，１月に実施）として改定が行われてきました。
令和４年度からはこのしくみが見直され，４月，７月，１０月，１月時点で以下に示す算式によ

り算定された額へ必ず改定されることとなりました。

（参 考）

◎特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について（令和４年２月９日中央社会保険医療協議会了解）

第４章 既存機能区分の基準材料価格の改定

第６節 歯科用貴金属材料の基準材料価格改定の特例

診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）の別表第二第２章第１２部に規定する特定保

険医療材料に係る機能区分のうち，金，銀又はパラジウムを含有するものであって，別表７に定める

歯科用貴金属機能区分の基準材料価格については，金，銀又はパラジウムの国際価格変動に対応する

ため，第１節の規定にかかわらず，基準材料価格改定時及び随時改定時（基準材料価格改定の当該月

から起算して３月ごとの時点をいう。以下同じ。）に，別表８に定める算式により算定される額に改定

する。

別表８ 歯科用貴金属機能区分の基準材料価格改定の計算方法

令和４年度からの歯科用貴金属材料価格の随時改定について
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